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                      防衛大学校長 

試験の不正行為について(通達) 

 改正 平成 19 年１月９日防大総第７号 

 

標記について、下記により平成１５年２月２０日から実施する。 

記 

１ 本科学生の試験において、不正行為を行った者は、当該学期の教育課程の

全ての科目及び通年科目の単位を無効とする。 

ただし、追試験又は再試験にあっては、それぞれの期間内に受ける全ての科

目に限定し、無効とする。 

２ 試験とは、防衛大学校本科学習規定(防衛大学校達第３号平成元年４月４

日)第１１条に定める定期試験、追試験及び再試験とし、教務部長が、試験実

施期間及び試験監督官を指定して行う試験とする。 


